
- 21 -

３．検証ポイントに関する運用例 
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【 留意事項 】 

１．本運用例における事例の解説は、検証ポイントに焦点を絞って記述した

ものであり、また、一定の条件下における考え方を示したものである。 

したがって、検査に当たっては、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、

収益力や貸出条件及びその履行状況等個々の債務者の経営実態を総合的に

勘案して債務者区分の判断を行う必要がある。 

２．本運用例における実態判断のための勘案事項については、原則として、

金融機関が債務者管理や自己査定の為に用いる資料等、債務者の実態が把

握できる資料に基づき確認を行うものとする。 


